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一宮の有形文化財（建造物）
 

金刀比羅宮尾張分社本殿

（上段・左から）本殿の外観／正面に彫られた飛竜（下段・左から）見事な彫刻で飾られている／金刀比羅宮尾張分社の外観
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本所と一宮市との懇談会を開催 
～当面する諸問題について協議を行う～ 

8 月 10 日、本所にて、一宮市との懇談会を開

催した。これは行政と本所との意見交換の場とし

て年に 2回開催しているもので、今年度、1回目

の会議であった。 

一宮市からは中野一宮市長をはじめとする市

幹部が参加。本所からは豊島会頭を始め副会頭、

専務理事ら 5名が出席した。 

 当日、本所からは当面する諸問題について①

「産業競争力強化法」の改正に伴う対応につい

て、②冬の七夕カーニバル（一宮イルミネーショ

ン事業）の継続実施について、③産業観光プロモ

ーション事業について、④地域経済活性化婚活支

援事業についての 4つの議題を挙げ、それぞれの

事業の現状を説明し、市に対しての要望を行うと

ともに、連携の強化をお願いした。 

 次いで、一宮市からは市政の中でも本所との関

わりが深い①一宮競輪場跡地利用事業の進捗状

況について、②生産緑地法の一部改正に伴う一宮

市の対応について、③「生産性向上特別措置法」

による一宮市の支援について④まち・ひと・しご

と創生総合戦略で取り組む事業の進捗状況等に

ついての 4つの議題を挙げ、意見交換を行った。

 会議終了後は懇親会を開催し、懇親を深めた。

次回は、今冬に同会場にて開催する予定。 

青年部、女性会が本所幹部との懇談会を実施 

各団体の事業報告と連携について意見交換を実施 

  8 月 7 日に女性会と本所幹部と、また 8月 29

日には青年部と本所幹部が意見交換を実施した。

各団体と本所幹部との懇談会は毎年 2回定期的

に開催するもので、今年度の 1回目の開催。 

  女性会との懇談会では、今年から組織した委員

会運営について意見交換を実施した。女性会が主

催するセミナーや研修会を担当する研修委員会

のメンバーからは講師の紹介を依頼。その他、婚

活イベントについて、女性創業塾での女性会との

連携等について話し合われた。 

  青年部との懇談会においても、今年度の事業報

告と、今後の取り組みについて意見交換を実施。

特に、地域の若い力育成委員会が担当する「第 3

回職業体験フェスタ」は、青年部の注力事業と位

置づけられており、今年度は「一宮だいだいフェ

スタ大集合 for Halloween 2018」のオープニン

グ日に開催されることが決まっており、現在の進

捗状況等の報告が行われた。 

 その他、高岡 YEG との友好提携 10 周年記念事

業の計画や、新しい風推進委員会が運営する「一

宮市の明るい未来を学び語る会」が開催する中小

企業振興基本条例を学ぶ勉強会など、今年度の取

り組みについて報告された。 

△懇談会で挨拶を行う豊島会頭 

△懇談会で挨拶を行う女性会の鳩山会長 
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△組織運営委員会の様子 

本所は、7月 31 日に組織運営委員会（委員長：

豊島半七）を行い、常設 6委員会の開催報告と青

年部・女性会の事業報告、さらに本所の各事業に

ついて協議を行った。 

活動報告後に行われた意見交換では、委員会の

活動内容が重複することが多くなってきたため、

連携して事業を行うことが重要であることや、就

職支援事業について、修文大学など地元の大学の

就職活動の状況を踏まえた事業を行うことが大

事であることなどの意見が出た。 

一宮商工会議所組織運営委員会を開催 

～委員会の開催報告と各事業について協議～ 

一宮市産業観光プロモーション事業 

推進委員会が開催されました

8 月 7 日に一宮市産業観光プロモーション事業

推進委員会（委員長：光嵜賢一常議員）が開催さ

れ、今年度の調査事業の具体的事業の進捗状況が

報告された。 

愛知デスティネーションキャンペーンと連携

した各種事業、繊維産業を核とする産業観光の調

査等の説明を踏まえ、委員の意見交換が行われ

た。当日はアドバイザーとして出席した愛知淑徳

大学（交流文化学部）の林教授より、昨年度の学

生とのフィールドワークを通じた一宮の印象に

ついての報告もあった。 

一宮イルミネーション協議会（会長：梯國彦常

議員）及び推進委員会（委員長：大森輝英常議員）

は、8月 23 日、合同の会合を本所小ホールにて開

催し、今年度の「冬の七夕カーニバル～一宮イル

ミネーション～」事業の装飾案を決定した。 

今年度のイルミネーション事業は、12月 1 日

（土）から平成 31 年 2 月 14 日（木）までの、

約 2 カ月半にわたって実施する。 

装飾案については、3社参加のデザインコンペ

を実施し、今年度の装飾事業者を決定。一宮駅東

口側を、天の川をイメージしたブルーや、織姫と

彦星をイメージしたシアン・ピンクの LED で彩る

ほか、西口側には、これまでの装飾で活用したオ

ブジェ等を設置する装飾案が採用された。 

合わせて、期間中のイベント案について、12

月 1 日（土）にシビックテラスで開催する「点灯

式」のほか、昨年度初めて実施して好評を博した、

市内の高校生等の制作によるイルミネーション

作品展「イルフェス 2nd」の実施案を報告した。

なお、本事業実施に関しては、本所議員の皆様

はじめ多くのご協賛をいただいた。紙面を借りて

御礼申し上げる。引き続き、本所会員の皆様には、

本事業へのご協賛を賜りたく、本所報同封のご依

頼文を参照の上、ご協力のほどお願い申し上げま

す。 

また「イルフェス 2nd」では、事業者によるイ

ルミネーション作品参加も広く募集する。詳細

は、本所報同封チラシを参照のこと。 

イルミネーション事業に関するお問い合わせ

は、企画事業部まで（72-4611）。 

今年度のイルミネーション装飾案などを決定 

～一宮イルミネーション協議会・推進委員会を合同開催～ 

△推進委員会の様子 

△挨拶をする梯協議会会長 
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一宮だいだいフェスタ大集合 

for Halloween 2018 を開催します

いちのみや秋まつり実行委員会（委員長：榊原 讓常議員）は、10 月に一宮市内で行われるお祭りや催

事を共同で発信し、一宮を盛り上げるイベント「一宮だいだいフェスタ大集合 for Halloween 2018」を

10 月 6 日(土)～10 月 28 日(日)の期間に開催する。 

会期中は、各イベント会場でお菓子などをプレゼントする「138 ハロウィン～トリックオアト

リート」のほか、最終日の 10 月 28 日(日)には、仮装して一宮市本町商店街から銀座通りを中心

に練り歩く「138 ハロウィン～おりものパレード～」や「衣装コンテスト」などを実施する。 

138 ハロウィン～トリックオアトリート～ 

【期 間】 

10 月 6 日(土)～10 月 28 日(日) 

【会 場】 

トリックオアトリート事業 参画会場 

【概 要】 

会期中、市内各地のイベントスポット 

へプレゼント袋を持参すると、 

お菓子がもらえる事業。（一配布場所 

につき、1人 1回限り/先着順。） 

【対 象】 

小学生以下限定 

【実施体制】 

主催：いちのみや秋まつり実行委員会 

主管：修文地域研究センター 

△プレゼント袋 

138 ハロウィン～おりものパレード～ 

【日  時】 

10 月 28 日(日) 15：30～16：20 

【場  所】 

パレード：一宮市本町商店街及び銀座通り商店街 
【概 要】 

一宮市本町商店街及び銀座通り商店街を中心に仮装 

パレードを実施。 

【申込方法】 

公式ホームページのフォームより申込。 

http://138daidaifesta.jp/ 

【事前応募期間】 

9 月 10 日(月)～10 月 26 日(木) 

 ※なお、当日参加者については、14:30～15:30 まで

   に受付（本町 4丁目最南端）をお済ませください。

【実施体制】 

主催：いちのみや秋まつり実行委員会 

主管：公益社団法人一宮青年会議所 

△パレードルート 

【応募日時】 

10 月 28 日(日) 13：00～15：00 

【応募場所】 

尾張一宮駅前ビル(i ビル)3 階シビックテラス 

【対 象】 

おりものパレードに参加される方 

【概 要】 

自慢のハロウィン衣装でご応募ください。 

入賞者は、おりものパレード終了後のフィナーレ 

で表彰します。 

※豪華プレゼントをご用意しております。 

【応募方法】 

尾張一宮駅前ビル(i ビル)3 階シビックテラスの 

衣装コンテスト応募ブースにて、撮影し応募を行う。

※個人もしくはグループでの応募可。 

【表彰式】 

16：20～16：35（フィナーレにて） 

【実施体制】 

主催：いちのみや秋まつり実行委員会 

【問合先】いちのみや秋まつり実行委員会事務局 

TEL:（0586）72-4611（一宮商工会議所内） 

衣装コンテスト 
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一宮コスチュームタウン推進委員会（委員長：佐々木久直常議員）は、7 月 29 日、一宮七夕まつりの

協賛イベントとして、「一宮七夕まつりコスプレパレード 7th 」を開催した。 

今回はゲストとして、日本の声優界の第一人者で、現在でも現場の第一線で活躍されている神谷明氏

を招き、パレード及びステージイベントに参加頂いた。また、地元繊維企業が製作した「陣羽織」及び

特製 Tシャツをステージイベント上で紹介することで、「繊維の街・いちのみや」の技術力を PR した。 

「一宮七夕まつりコスプレパレード 7th」開催!! 

～声優の神谷明氏がステージに登場、パレードにも参加！！～ 

(１)ステージイベント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 14 時 20 分より、尾張一宮駅前ビル（iビル）3

階・シビックテラスの特設ステージにて、声優の

神谷明氏をゲストに開催したステージイベント

には、約 420 名が来場した。当日は、混雑防止の

ため入場整理券を本所にて事前配布したが、早い

人では午前 5時から並ぶほどの人気ぶりだった。

 昨年度に引き続き、アニメ・コスプレの知名度

を活用し「繊維の街・いちのみや」の PR を行う

方針の下、「尾州産地」の技術力を示すため、刺

繍を入れバージョンアップを図った「陣羽織」の

他、甲冑をイメージしたオリジナル Tシャツを製

作した。 

 「陣羽織」及びオリジナル Tシャツが、ステー

ジ上で豊島会頭より神谷氏へ手渡されると、観客

から大きな歓声が上がった。神谷氏からは、「繊

維の街・いちのみや」の魅力について語って頂き、

幅広い世代の観客に一宮について知って頂いた。

  また、ステージイベント中には、神谷氏による

朗読劇のほか、神谷氏が主人公を演じたアニメの

アニメソングを歌唱するシーンも見られ、観客は

歌声に熱狂していた。 

 

(２)コスプレパレード 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 メインイベントとして、16 時 30 分より、本町

アーケードと銀座通盆踊りステージにおいてパ

レードを実施。ゲストの神谷氏のほか一般コスプ

レイヤー、関係者など約 440 名が参加した。 

 当日は熱中症が懸念されたが、神谷氏を先頭に

参加者は、元気にパレードを行い、無事にゴール

することができた。 

△パレードの様子 
△陣羽織を着用する神谷明氏 

（３）アニソンカラオケステージ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 今年度より初の試みとして「アニソンカラオケ

ステージ」を開催した。 

これは、一般参加者が 5分の持ち時間の中でア

ニメソングのカラオケを歌唱するなどのパフォ

ーマンスを行うもの。当日は、若年層を中心に

18 組 22 名の参加者が、思い思いのアニメソング

を歌唱した。 

参加者からは「いつも大勢の前で、歌うことが

ないので、良い機会でした！！」といった声が聞

かれ、事後アンケートでは回答者全員が、良かっ

た（楽しかった）と回答するほど好評を博した。

△コスプレ姿で歌唱する参加者 

△ステージイベント中の様子 



 

平成 30 年度のプロジェクト参加店を、ピックアップしてご紹介します。 

一宮モーニングプロジェクト 参加店紹介 

詳細は、QRコードから「一宮モーニング」公式ホームページをチェックしてください！ 
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キリマンジャロ今伊勢店 
 

【お店より】 

店名と同じ“キリマンジャロ”を使用した香り

高いコーヒーは、オープン当初からずっとサイフ

ォンで立てています。モーニングはトーストかホ

ットドックの 2種類で、トーストはシナモンか小

倉が日替わりでつきます。14:00 以降はプチケー

キかあんみつ（自家製）、ゆで卵

のいずれかが付きます。また、

ランチ（680 円～）も好評です。 

住所 | 今伊勢町本神戸高野池 25 

野菜ソムリエの店 
和カフェ&ギャラリー香彩 

【お店より】 

新野菜を取り入れた、フレッシュサラダや選べる

トースト、茶わん蒸し又はミニグラタン、セルフ

サービスの 2種類のスープ。ギャラリーも楽しめ

るお店です。お座敷もあるので、小さなお子様も

安心してくつろげます。 

ランチは季節の野菜をたっぷり

使ったヘルシーランチをどうぞ。

ドリンク付きです。 

住所 |今伊勢町馬寄字呑光寺 24 

愛知デスティネーションキャンペーン 

｢未来クリエイター★信長｣と｢モーニングトレイン一宮｣がやってくる！！ 

デスティネーションキャンペーンとは、JR 北海道・JR 東日本・JR東海・JR 西日本・JR 四国・JR 九

州の 6 社が自治体と共同で行う大型観光キャンペーンのことを指す。デスティネーションキャンペー

ンの開催地に選ばれると、地域側は観光資源や受け入れ態勢を整え、JR 側は全国で集客のための宣伝

を行い、開催県への送客が行われる。愛知県がデスティネーションキャンペーンの開催地に選ばれる

のは、2005 年度以来 13 年ぶりのこと。 

 本所では地域団体商標を取得した地域資源「一宮モーニング」を主軸に観光資源を提案、その結果

として特別列車「モーニングトレイン一宮」が運行されることとなった。「モーニングトレイン一宮」

に乗車し当地を訪れる観光客の方々へおもてなしの心をこめて、一宮モーニング協議会（会長：猪子

誠兒常議員）では「おもてなしモーニング cafe」を、10 月 8 日（月・祝）・11 月 11 日（日）・12 月 8

日（土）に開催する。「おもてなしモーニング café」では、地元高校・市民ボランティア・一宮モーニ

ング協議会が、おもてなしの心を込めた創作モーニングを提供する。 

 「モーニングトレイン一宮」は、各日とも 8時 20 分に名古屋駅を

発車、9時 5分に尾張一宮駅に到着。全車指定席で、指定席券は乗車

日の 1ヶ月前の午前 10 時から、全国の JR の主な駅で発売される。 

 また、9 月 30 日（日）には、愛知デスティネーションキャンペー

ンのオープニングイベントとして、「未来クリエイター★信長」が尾

張一宮駅を出発するため見送りをする。 

△「未来クリエイター★信長」

 デザイン 



 

政府は、平成 31 年 10 月の消費税率 10％への引

上げと同時に、低所得者層へ配慮する観点から「軽

減税率制度」を実施する予定。 

軽減税率制度の実施にあたっては、簡素な方法

による区分記載請求書等保存方式を実施した後、

平成 35 年 10 月から適格請求書等保存方式（イン

ボイス制度）へ移行することとなっている。 

軽減税率制度の下では消費税率が２つになるた

め、事業者は、「適用税率ごとに区分した消費税額

の計算」や、「商品ごとの適用税率およびその合計

額を記載した請求書等の発行」といった新たな作

業が必要となる。 

政府は、事業者が対応を求められるこうした新

たな作業への具体的なサポートとして、「複数税率

対応レジの導入」や「受発注システムの改修」等

を行う場合の経費の一部を補助する「中小企業・

小規模事業者等消費税軽減税率対策補助金」で支

援をしている。 

自社の販売商品に軽減税率対象商品が含まれる

か確認をし、対応したレジ導入や受発注システム

の改修・入替が必要な場合は、本補助金が活用で

きる可能性がある為、まずはご相談頂きたい。 

なお、本制度には A型(レジ導入)と B型(受発注

システム改修)があり A 型(レジ導入)の概要は下

記のとおり。 

一宮商工会議所 中小企業相談所 

TEL：85-7032    ＦＡＸ：72-4411 

Homepage http://ichinomiya-cci.or.jp 

B support usiness center 
【ビジネス支援センター】
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『財務診断サービス』のお知らせ 

会社の財務状況を把握されていますか？私たちが無料で診断します！ 

 本所ビジネス支援センターでは、専門家が貴社の決算書から財務状況を分析することにより、財務面

の総合評価についてアドバイスするサービス「財務診断サービス」を無料で実施している。 

財務面での特徴や課題を把握し、経営改善や今後の事業展開を考える際にご活用ください。 

問合せは、電話又はホームページのお問合せフォームまで。 

●決算書の見方を理解したい 

●今の会社の財務状況を知りたい 

●現在の課題をはっきりしたい 

…経営改善、経営革新に活かしたい 

下記のお問合せ先にある、電話やホームペ
ージのお問合せフォームにてご連絡くださ
い。 
日時調整し、当センターより訪問日時の確
認連絡をいたします。 

貴社を訪問いたします。 

訪問時に 1 時間程度のヒアリングを行いま

す。事前に用意いただいた決算書 3 期分を

お借りし、分析を行います。 

財務分析の報告をいたします。 

「安全性」「収益性」「成長性」など主要な

経営指標について、わかりやすい資料を作

成し、ご提供いたします。 

Step1 

財務分析報告の結果より、ご要望に応じて、

経営改善計画、新規事業計画、経営計画、経

営革新計画などの策定を支援いたします。 

〈お問合せ先〉 

 〒491-0858 一宮市栄 3 丁目 1番地 2 号 

       尾張一宮駅前ビル（iビル）6階 

       一宮商工会議所 ビジネス支援センター 

 TEL:0586-85-7032  

 相談の受付時間は、平日の午前 9 時～午後 5 時です。

Step2

Step3 Step4

～軽減税率対策補助金のすすめ～ 
消費税率 10％への引上げと軽減税率制度の導入に向け計画的な準備をしよう！ 

詳しくは、軽減税率対策補助金事務局のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

(http://kzt-hojo.jp/)を参照下さい。 

A 型(軽減税率制度対応レジ導入補助金)

[補助対象] 軽減税率制度に対応したレジ 

(ﾀﾌﾞﾚｯﾄ等を利用したﾚｼﾞ、付属機器を含む) 

[補 助 率] 2/3(3 万円未満のレジ 1 台のみ導入は

3/4、タブレット等 1/2) 

[補助上限額] 

レジ1台あたり20万円(商品マスタの設定や機器設

置等が必要な場合 40 万円)1 事業所あたり 200 万 



◆創業者、創業の時期と変遷 

現社長正雄氏の祖父にあたる正三氏が個人で

染色業を創業したのがはじまり。 

その後、父親の正由氏が二代目代表となり、

昭和 28 年に法人化。現社長正雄氏が昭和 45 年

に入社し現在に至るまで社長を務めている。 

また、現社長の息子雄司氏も他社での経験を

経て入社し、家族４世代で事業を引継ぎ、65 年

目を迎える、まさに地元繊維企業である。 

高度経済成長、オイルショックやリーマンシ

ョックなど様々な好不況を経験しながらも豊富

な経験と知識でこれを乗り越えてきた企業でも

ある。染色会社は平成初期から４分の１程度に

減少している中、付加価値を高めて事業を継続

していきたいと語る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆これまでの事業変遷、現在の業務内容と事業の特

色 

創業以来半世紀以上にわたって綛（かせ）染めの

工場として事業を実施してきた町工場である。糸染

めの方法は大きく分けて、チーズ染め、綛（かせ）

染め、絣（かすり）染めその他がある。 

綛（かせ）染めは、糸を巻きつけずに束になった

状態で染色する方法であり、糸を巻き直す工程等手

間と時間が掛かるが糸本来の風合いを残しながら染

色する事ができると語る。 

現社長は、一度は工場にチーズ染色の導入を検討

したが、自社の規模やこれまでの事業変遷、海外製

品の輸入拡大等、将来を見据え綛染めのみに特化す

る選択をした。その代わりに、常温で染められるも

のであれば「まずはやってみる」をモットーに、今

では、婦人服糸・手芸糸・ニット・資材関連・イン

テリア等、幅広いジャンルで事業展開をしている。 

◆付加価値を追求し新しい製品提案をする 

付加価値の高い製品を創る為には、他業種とのコ

ラボレーションを考えていく必要があると語る現社

長は、ネクタイ+炭+染めの新商品を試作中。その他

にも大手薬品メーカーとのアレルギー対策に関する

商品開発など積極的に事業展開を行っている。 

◆今後の事業展開 

繊維業界では高齢化、分業化している為に外注先

の廃業が死活問題となる。染色の工程において、外

注先が廃業した場合に対処できるように自社で完結

する事ができるような体制を整えていきたい。また、

既存顧客を大切にしながら染めの技術を活用した新

たな商品提案に果敢にチャレンジしていきたいと語

る。 
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▲ 代表の安田正雄氏 

▲工場内の様子 

綛（カセ）染めの技術を生かし、未

来に羽ばたく商品の開発を続け
る地元繊維企業 

茶正染色合資会社 

 中小企業相談所は、国･県の中小企業施策の普及にあたり､特

に小規模事業者の皆様の経営、金融、税務、経理、労務などに

関する経営支援を行う機関です。10 名の経営指導員が、それぞ

れ地区を巡回し、商工会議所の会員・非会員の区別なく相談に

応じております。勿論、業務上知り得た秘密は厳守します。 

▲試作中の新商品 

代表者：安田 正雄     設  立 ：昭和 28 年 

住 所：一宮市奥町蘇東 37 番地 

Ｔ Ｅ Ｌ：(0586) 62-7467 

業 種：染色加工業 



10月 1日から 11月 23日の 54日間、「得する街のゼ

ミナール（略してまちゼミ）」を一宮市内で開催する。

今回は、46 事業所が工夫を凝らしたゼミを 60 講座企

画している。一般受講者に楽しんでいただくために、

6 月 18 日に引き続き、参加店対象セミナー②を 8 月

21日に本所で開催し、17 名が参加した。「岡崎まちゼ

ミの会」の松井代表が講師を務め、「まちゼミ」の進

め方やドタキャンを防ぐ方法、満足度アップの秘策に

ついて学んだ。 

「まちゼミ」は安心して受講して頂くために、受講

中にお店からの販売や・勧誘はありません。お店や企

業の雰囲気や働く方々の人柄、商品・サービスについ

て知っていただく、コミュニケーション事業である。

今月の所報に同封されている「第 3回 一宮まちゼミ」

のチラシをご一読いただき、是非、ご参加ください！ 

 

受付開始                 
9/13（木）～ 
直接、参加したいゼミの 

連絡先にお電話ください。 

                              ▲セミナーの様子 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

自社の強みの明確化と効果的な情報発信方法を解説 
プレスリリースセミナーを開催 10月にはプレスリリース作成セミナーも開催予定！ 

8 月 10日(金)、プレスリリースセミナーを開催し、

28名が参加した。 

 第 1部はオフィス KEYS代表で中小企業診断士の高

木富美子氏が自社の強みの明確化とターゲットの選

定方法について、成功事例を交え解説した。 

 第 2 部では名古屋文理大学情報メディア学科教授

の栗林芳彦氏がパブリシティのメリット、デメリッ

トやプレスリリースの概要等について解説した。 

第 3 部は栗林氏と高木氏が効果的な情報発信をす

るための方策について座談会を行った。セミナー終

了後は講師と名刺交換を求める受講者も多く見られ

るなど成功裏に終わった。 

当所では会員事業所の情報発信をサポートするべ

く定期的にプレスリリースセミナーを開催。10 月に

は堂森哲雄氏を講師に迎え 2 回シリーズのプレスリ

リース作成セミナーを開催する。(詳細は右記参照) 

  

 

 

 

 

 

 

■ プレスリリース作成セミナー開催 ■ 

「PRのための予算がない」「新聞記事等で扱って欲

しいのだけれどどうしたらいいのかわからない」そ

んな悩みを抱えている事業所を対象にプレスリース

の作り方から添削、アプローチの仕方まで解説する。

この機会に是非ご参加ください。 

■日 時 10月 18日(木)・11月 8日（木） 

【2回シリーズ】いずれも 14:00 ～ 16:30  

■場 所 一宮商工会議所 4階 402室 

■講 師 株式会社ディービーピーアール 

     代表取締役社長 堂森 哲雄 氏 

■受講料 無料  ■定 員 20名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【問合せ・申込先】中小企業相談所 TEL.72-4611 
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△進行役の栗林氏 

■主なセミナー内容 

・メディアに何を伝えたいのか？ 

・プレスリリースの構造 

・プレスリリースが生き残るためのタイ 

トル付 

・プレスリリース NG集 

・プレスリリース個別講評 

△座談会の様子 

中小企業の皆様が「中小企業の会計」に則った決

算書を作成する事の意義、財務情報の経営活動への

活用方法等について理解を深めることにより、自社

の経営状況を把握し、金融機関、取引先等からの資

金調達力の強化、受注拡大へのきっかけをつかんで

いただくことを目的に開催する。 
■日 時 9月 26日(水) 18：30 ～ 20：30  

■場 所 一宮商工会議所 4階 402室 

■講 師 ナックビジネスアシスト 

税理士・中小企業診断士 

     代表  中島 由香子 氏 

■受講料 無料 

■定 員 20名 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
【問合せ・申込先】中小企業相談所 TEL.72-4611 

中小企業会計啓発・普及セミナー開催 
お気軽にご参加ください！ 

■セミナー内容 

・中小企業会計要領の必要性 

・財務会計の基本構造 

・キャッシュ・フロー体質の創り方 

・事業計画の策定 

・その他         

     「第 3回一宮まちゼミ」 

参加店対象セミナー②を開催 



2019年 4月 1日から働き方改革関連法が順次施行

される。 

１．時間外労働の上限規制が導入！ 

   【施行:2019 年（中小企業は 2020 年）4月 1日～】

  時間外労働の上限について、月 45時間、年 360

時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合

でも年 720 時間、単月 100 時間未満（休日労働

含む）、複数月平均 80 時間（休日労働含む）を限

度に設定する必要がある。 

２．年次有給休暇の確実な取得が必要！ 

   【施行:2019 年 4 月 1日～】  

    使用者は、10 日以上の年次有給休暇が付与され

る全ての労働者に対し、毎年 5 日、時季を指定し

て有給休暇を与える必要がある。 

３．正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合

理な待遇差が禁止！ 

   【施行:2020 年（中小企業は 2021 年）4月 1日～】

同一企業内において、正規雇用労働者と非正規

雇用労働者（パートタイム労働者、有期雇用労働

者、派遣労働者）の間で、基本給や賞与などの個々

の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止される。 

 事業計画とは、自社が将来あるべき姿に到達す

るための“道しるべ”となるもので、企業の業績

を伸ばすには必要不可欠なものとなっている。 

 当所では、専門家と経営指導員が事業計画の策

定から計画の実行までをお手伝いさせていただく

（相談費用は無料）。 

 この機会に、是非ご相談ください。 

 

●主な相談内容 

 ・事業計画の策定について 

 ・自社商品の販路開拓について 

 ・プレスリリースの作成について 

 ・自社の強みの明確化について 

 ・ブログの開設と情報発信について 

 ・効果的な販売促進について 

 

【問合せ・申込先】 

一宮商工会議所 中小企業相談所 

TEL.72-4611 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 国の平成 29 年度補正予算として、このほど公募があった「小規模事業者持続化補助金」の採択結果が発

表された。採択された事業者の皆様、おめでとうございます。 

 当所では、経営指導員が申請書の作成支援を行うのはもちろんのこと、下記説明会やセミナーを開催し、

補助金の申請書作成支援を行った。 
 

  

 

 

 

 

 
  

                                           ■採択結果【発表日 7 月 19 日（木）】 

 ＜一宮＞ 
＜全国＞ 

※会議所分のみ 

申請数 57 件 13,563 件

採択数 50 件 8,804 件

採択率 87.7％ 64.9％

 

※小規模事業者持続化補助金とは 

経営計画に基づいて実施する販路拡大等の取り

組み(チラシの作成・店舗改装・展示会出展ほか)

に対し、原則 50 万円を上限に補助金(補助率 2/3)

が受けられるもの。小規模事業者が対象。 

■小規模事業者持続化補助金申請駆け込み寺 

開催日 平成 30 年 4月 3日(火)・4月 11 日(水) 

内 容  小規模事業者持続化補助金公募要領 

    の説明 

    経営計画書の作成、申請等について 

    過去の採択事例について 

参加者 計 30 名 

 小規模事業者持続化補助金の採択結果が発表されました！ 

■経営計画作成セミナー（2回シリーズ） 

開催日 平成 30 年 4月 16 日(月)・4月 23 日(月)

内 容  事業計画策定の考え方・進め方 

顧客ニーズと市場の動向、自社の商品・

サービスの強みを把握する 

参加者 計 24 名 

備 考 後日個別相談を実施 
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あなたの強みを明確にしませんか！ 

事業計画の策定を支援します！ 

事業主の皆さまへ 

「働き方」が変わります！！ 



 
北方・奥・尾西・木曽川地区を対象に「会員の集い」を開催！ 
～地区会員同士の相互交流を図る～ 

 

 

8 月 10 日、本所大ホールにて北方・奥・尾西・

木曽川地区会員を対象に、「会員の集い」を開催し

た。これは、地区会員の皆様に本所の施策・事業

を広く紹介し、会議所への理解を深めていただき、

会議所サービスを更に活用いただくため開催した

もの。 

本所ﾋﾞｼﾞﾈｽ支援ｾﾝﾀｰの森ﾏﾈｰｼﾞｬｰ(中小企業診断

士)が補助金申請を始めとする国の施策の活用方

法を、中神専務理事が会員サービス・地域振興事

業について説明を実施。昼食懇談会では、意見交

換や会員同士の交流も活発に行われ、和やかな雰
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囲気の中閉会した。 

平成 29 年 2月より開催された本事業は、一宮市

内を 10 地区に分け順次開催されており、9月 10 日

に開催予定の萩原地区で一巡となる。 

 

▲当日の様子 

・原則として一宮市内で最近 1年以上事業を行っ

ている方。 

・所得税（法人税）、事業税、市県民税などの税金

を完納している方。 

 さらに、一宮市においては、「利子補給制度」も

用意されており、1,500 万円以内、返済期間 3年以

上の融資を受けられた事業所は、当初 1年間にかか

る利子の 30％が一宮市から補助される。 

【定例金融相談会】 

 本所においては、愛知県信用保証協会と連携して

「定例金融相談会」を実施している。 

 愛知県信用保証協会の担当者が、中小企業・小規

模事業者のみなさまの事業経営に必要な運転資金

や設備資金、これから事業を始められる方の創業に

必要な資金など、金融全般に関する相談に応じてい

る。 

 本所では、毎月第 2火曜日（13：00～16：00）に

実施している（予約制）。是非ご活用ください。 

 

【問合せ・申込先】 

 一宮商工会議所 中小企業相談所 TEL.72-4611 

『マル経融資制度』＆『定例金融相談会』ご案内!  ～気軽にご利用ください～ 

【マル経融資制度】 

 事業資金でお悩みの小規模事業者の方は、マル経

融資をご活用ください。 

 マル経融資（小規模事業者経営改善資金）とは、

経営改善を図る小規模事業者の方々を対象に、「無

担保・無保証人・低利」で、日本政策金融公庫が融

資を行う国の制度である。 

 制度概要は、以下のとおり（詳しくはお問い合わ

せ下さい）。 

○融資限度額 

 ・2,000 万円 

○返済期間 

 ・運転資金 7年以内、設備資金 10 年以内 

○利率 

 ・1.11％（平成 30 年 7月 18 日現在） 

○対象者 

・常時使用する従業員が 20 人以下（宿泊業と娯楽

業を除く商業・サービス業の場合は 5人以下）

の法人・個人事業主の方。 

・一宮商工会議所の経営指導を原則 6ヶ月以上受

けている方。 

 

 

（愛知県信用保証協会 広告） 

 



今年の秋も「工芸都市 高岡」を楽しもう！ 

   

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⼀宮商⼯会議所・⾼岡商⼯会議所交流事業 

情報交流コーナー 
Season７ 

このコーナーは、本所と友好関係にある高岡商工会議所の産業や季節のイベント、グルメ情報などを

四半期に一度、紹介しています。 

高岡ﾏｽｺｯﾄｷｬﾗｸﾀｰ 
家持くん、利長くん 

一宮ﾓｰﾆﾝｸﾞ 
ｷｬﾗｸﾀｰ ｲﾁﾓ 

【お問合せはこちら】 
〒933-8567 富山県高岡市丸の内 1-40  
TEL 0766-23-5000 ／ FAX0766-22-6792 ／ ✉takaoka@ccis-toyama.or.jp

The TAKAOKA Chamber of Commerce and Industry 

高 岡 商 工 会 議 所

【開催日】 

9/21(金) 

～25(火) 

【開催日】 

9/21(金) 

～24(月-祝) 

【開催日】 

9/22(土) 

～23(日) 

【開催日】 

9/22(土) 

【開催日】 

9/22(土) 

～23(日) 

9/21(金)～24(月-祝)

のご予定はもう 

お決まりですか？？ 

今年の「工芸都市 高岡」の秋は 5大イベントが集結し大盛り上がり！

古来から受け継ぎ、極めてきた「手仕事」の真髄を、見て、聞いて、

触れて、五感で感じてみてください。 
※写真は過去のものです。今年はより一層パワーアップして皆様をお迎えします 
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木曽の清流のもと大輪の花が夜空を彩る 

濃尾大花火を開催 
 一宮少年少女発明ｸﾗﾌﾞ７月教室開催 

自由な発想で作品作りに集中！ 

8 月 14 日、毎年恒例の濃尾大花火が開催され

た。明治中期から約 120 年もの歴史を持つ花火

大会であり、尾張地方随一の 2 尺玉（20 号玉）

の大玉をはじめ、仕掛け花火など約 5,000 発の

花火を打ち上げた。 

また、木曽川の川面にはまきわら舟の提灯が

美しくゆらめき、優雅で幻想的な光景を織りな

し、多くの来場者が夜空に打ち上がる花火を見

て、夏の夜の雰囲気を楽しんだ。 

一宮少年少女発明クラブ（会長：森正志）は、7

月 21 日、豊田合成で 4 年生と 5 年生の教室、木曽

川庁舎にて 6年生の教室を開催した。 

4 年生の教室では回転運動を上下運動に変えるク

ランクの仕組みを学び、木を材料として作品を作

成。5年生教室では「ゴム動力で動く車」、6年生教

室では自由なアイデアで作品を作る教室を開催し

た。 

9 月にはクラブが主催する作品展を開催する予定

で、その展示に向けて生徒たちは一生懸命作品作り

を行った。 

△夜空に打ち上がる花火 

△教室の様子 
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愛知県商工会議所青年部連合会 

第2回会長会議が岡崎商工会議所で開催

8 月 2 日、女性会（会長：鳩山佳江）は瀬戸商工

会議所にて、第 39 回尾張地区商工会議所女性会会

長事務局連絡会議に出席した。当日は、鳩山会長と

事務局ら 4名が参加し、各商工会議所女性会の事業

推進について協議を行った。本所からは、今年度の

事業計画を発表。その後の情報交換会の場で他商工

会議所女性会と意見交換を行った。 

会終了後には昼食懇談会を行い、懇親を深めた。

次回は、本所で開催の予定。 

第 39 回尾張地区商工会議所女性会会長

事務局連絡会議に鳩山会長ら出席 

7 月 9 日、青年部（会長：柴垣健一）は岡崎商工

会議所で開催された平成 30 年度 愛知県商工会議

所青年部連合会 第 2回会長会議に出席した。 

各単会報告では、柴垣会長より 6月に開催したス

テップアップ委員会の例会について、講師に招いた

㈱DDR 安藤様が岡崎 YEG メンバーということもあ

り資料も用意し、紹介と報告を行った。 

 次回の会長会議は、9月 28 日 半田商工会議所に

て開催予定。 

△会議の様子 △会議の様子 
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特別捜査本部設置による激励を実施 

～豊島会頭が警察慰問を行う～ 

～一宮商工会議所メール便 138～ 

メールマガジン購読者を募集中！

本所のメールマガジン「一宮商工会議所メール便

『138』」は、本所のセミナー・イベント情報のご案

内、補助金などの経営支援情報、省庁・自治体など

外部機関の発信するお役立ち情報を、ダイレクトに

お届けするサービスである。 

本所 HP にて必要事項を記入すれば、毎月 1 回、

御社の経営に役立つ情報が届く。また、同事業所で

複数の方や自宅アドレスへの配信も可能。 

【配信回数】 毎月 1回（月の下旬） 

【配信内容】 

①会議所情報 

②補助金などの経営支援情報 

③外部機関の開催するセミナー・研修情報 

④エコ・省エネ・環境関連情報 

⑤省庁・自治体等の発信している情報 

【登録手順】 

本所 HP （http://www.ichinomiya-cci.or.jp/）

「メールマガジン」登録フォームより申し込み 

【問い合わせ先】 

企画事業部 メールマガジン担当 TEL：72-4611 

本所は 8月 3日、一宮警察署に慰問を行った。

これは、東京で発生した特殊詐欺事件の合同捜査

本部が一宮警察署に設置されたことを受け、署員

の激励のために実施したもの。当日は、豊島会頭

が一宮警察署に訪問し、川口署長と面談し、慰問

品を手渡した。 

川口署長は、「特殊詐欺の被害者は何の落ち度も

ないのに被害に遭うことや、優しさの感情を逆な

でした悪質な事件である。犯人を必ず検挙したい」

と話した。 

企業・団体の PR に最適です！ 

所報に広告を掲載しませんか？

 本所が毎月 10 日に発行する｢所報｣では、会員サー

ビスの一環として掲載広告を募集している。 

 所報は市内約 3,500 の会員企業の皆様にお届けし

ており、企業・団体の PR に最適である。また、6カ

月、1 年継続でお申し込みいただく場合は割引をご

用意している。 

■広告の種類と掲載料金（税込） 

広告の種類 
天地 

(cm) 

左右 

(cm) 
料金 (円) 

本文(1 段)・白黒  ６．０ １７．０ ８，６４０円

本文(1段)・カラー  ６．０ １７．０ １０，８００円

本文(2段)・白黒  １２．０ １７．０ １７，２８０円

本文(2段)・カラー  １２．０ １７．０ ２１，６００円

裏表紙見返し(全面)・白黒 ２５．５ １７．０ ４３，２００円

裏表紙見返し(1/2)・白黒 １２．５ １７．０ ２７，０００円

裏表紙(全面)・カラー ２４．７ １７．４ ５４，０００円

裏表紙(1/2)・カラー １２．５ １７．４ ３２，４００円

 詳しくは、企画事業部（TEL.72-4611）までお問い

合わせください。 

△警察慰問を行う豊島会頭 

～公正取引委員会からのお知らせ～ 

「下請法クイズ」について 

 下請法は、下請取引において下請事業者の利益

を守るための法律である。今般、公正取引委員会

中部事務所が公表している下請法に関するクイ

ズから、製造業向けの問題をピックアップした。

ぜひ一度チャレンジしてみてください。 

 

【問題】次の取引が、下請法の適用対象となるか

否かの観点から、正しい判断をしていれば○を、

誤った判断をしていれば×を付けてください。 

A 社（資本金 10 億円）は，商社である B

社（資本金 2 億円）を経由して，C 社（資

本金 500 万円）に自社製品の製造を委託し

ている。B 社が行うのは事務手続の代行の

みで，C 社が製造する製品の規格や単価交

渉等には全く関与しない。しかし，B 社は，

発注書面を取り次いでいることから，A社

の下請事業者となり，かつ，C 社の親事業

者となり，下請法の適用対象となる。 

 

【答え】15ページに記載しています。 
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「環境行動計画」 

「J-クレジット制度」について 

「J－クレジット制度」とは、省エネルギー機

器の導入や森林経営などの取組による、CO2 など

の温室効果ガスの排出削減量や吸収量を、「クレ

ジット」として国が認証する制度である。本制度

により創出されたクレジットは、低炭素社会実行

計画の目標達成等、様々な用途に活用できる。 

 クレジット創出者（中小企業、農業者、森林所

有者、地方自治体等）には、ランニングコストの

減少、クレジット売却益、温暖化対策の取り組み

に関する PR 効果等のメリットがある。 

また、クレジット購入者（大企業、中小企業、

地方自治体等）は、低炭素社会実行計画の目標達

成等に活用できるほか、カーボン・オフセット、

CSR 活動への活用を通じて、企業や製品の差別

化・ブランディングに利用が可能である。 

是非、「J-クレジット制度」をご活用下さい。

△ホームページ 

https://japancredit.go.jp/ 

新 入 会 員 ご 紹 介  

～ご入会ありがとうございました～ 
 

事 業 所 名  所 属 部 会 名

（株）スミテック 

パシフィックオーシャン（株） 

東和レジスター一宮販売（株） 

bande 

（株）神光 

サン・アール（株） 

八橋組 

AI ジャパン（株） 

エス・ビー建材（株） 

（有）エムケー工商 

ワンメイクオート 

CREATORS ZERO 

エコアースイノベーション（株） 

（有）名古屋シーリング 

（株）マイナビ 名古屋支社 

美粧 経絡整体 サロン ラ･セドナ 

（一社）ヤマコ納骨堂協会 

機 械 工 業

金 融 ・ 理 財

商 業

土 木 建 設

〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 

物 流 ・ 情 報

文化・サービス

〃 
〃 
〃 
〃 
〃 

※平成 30 年 6 月 1日～30 日の新入会分。新入会員

のうち、名簿の公表を希望しない事業所は掲載して 

おりません。 

今月の表紙 

「一宮の有形文化財（建造物）」 

金刀比羅宮尾張分社本殿 

 

 一宮市の指定文化財。神社は四国琴平神社の境外

末社。本殿は一間社流造（いっけんしゃながれづく

り）、桧皮葺（ひわだぶき）、切妻平入（きりづまひ

らいり）。棟札にあるように、文政 9年（1826 年）

9月、棟梁山田長左エ門吉政および山田敬助芳秀に

よって建てられた。 

 特筆されるのは、彫刻が豊富なこと。繋虹梁（つ

なぎこうりょう）は、篭彫（かごぼり）の流水に菊。

また、普通の高欄は、架木（ほこぎ）・平桁（ひら

けた）・地覆（じふく）からなるが、登高欄もすべ

て波に飛竜である。妻飾（つまかざり）は、西側に

牡丹・雲・杜若（かきつばた）・鳳凰を彫る。一般

に縁の下は、外部から奥がまる見えになっている

が、地貫きまで板をはりめぐらせ、二匹の唐獅子と

橋上の人馬を配する。東側に牡丹・雲・沢瀉（おも

だか）・亀甲のある四足竜・二匹の唐獅子・麒麟を、

北側に萍蓬（かわほね）・虎・象を配する。脇障子

には、中国の許由（きょゆう）・巣父（そうほ）の

二人物が彫られている。 

 

 所在地 瀬部字四日市場 17-2 

所報にチラシを同封しませんか？ 

 
本所が毎月 10 日に発行する｢所報｣では、会員

サービスの一環として、チラシの折り込み配布

サービスを行っている。 

■料金表 

種類 ⼤きさ 料⾦（税込） 

チラシ 
A4 版(1 枚) 54,000 円

A3 版 2 つ折(1 枚) 75,600 円

パンフレット（1 部・30g まで） 108,000 円

市内約 3,500 の会員企業に向けた PR をお考え

の皆様は、開封率・訴求効果の高い所報を使っ

た情報発信サービスを、ぜひご利用ください。 

詳しくは、企画事業部（TEL.72-4611）までお

問い合わせください。 

P14「下請法クイズ」の答え 「×」 

製造委託とは、事業者が他の事業者に物品の規

格・品質・性能・形状・デザイン・ブランドな

どを指定して製造を委託することをいう。設問

の B社は、事務手続の代行を行うのみで、C社

が製造する部品の規格や単価交渉等には全く

関与していないため、下請法の適用対象とはな

らない。つまり、設問の場合、A社が C社の親

事業者となり、A社が下請法の規制対象となる。
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